
追分地区の方【申告日一覧】

月 日 曜日 割当地域・対象者など

２ 16 ㈪ 花園地区　１丁目～２丁目
17 ㈫ 花園地区　３丁目～４丁目
18 ㈬ 若草地区　１丁目～２丁目
19 ㈭ 若草地区　３丁目
20 ㈮ 柏が丘地区、緑が丘地区
24 ㈫ 青葉地区
25 ㈬ 白樺地区

月 日 曜日 割当地域・対象者など

２ 26 ㈭ 本町地区

27 ㈮ その他の地区、指定日に来られない方

３ ぬくもりセンター内申告会場閉鎖
農業所得がある方または上記期間内に申告を行
うことができなかった方は、保健センター２階
内申告会場（総合庁舎横）にて申告相談を行っ
てください（土曜日、日曜日を除く）。

※受付時間以外はシステムメンテナンスのため申告をお受けできませんので、ご理解願います。
※�所得税の確定申告は３月16日㈪までです。消費税申告については３月17日㈫から31日㈫までの
期間（土日祝日を除く）に税務住民課税務グループ（総合庁舎）で受け付けを行います。
※�消費税申告を一般課税（本則課税）で申告をする場合、仕入れ控除（経費）については、仕入先
が課税事業者か免税事業者かの区分けをする必要があります。
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問合せ　税務住民課税務グループ　☎ ㉒ 2513

申告会場
■早来地区の方
会 場　保健センター２階（総合庁舎横）
受 付 時 間　９時～12時　13時～16時
申 告 日　事業所得や不動産所得のある方のみ目安の日時をハガキでご案内します。
　 　 　　※�３月は農業所得の受け付けが始まり、待ち時間が長くなることが予想

されます。
■追分地区の方
会 場　ぬくもりセンター内申告会場
受 付 時 間　９時～12時　13時～16時
申 告 日　下記のとおり、目安の日程を地区毎に分けています。
　　　　　　※３月以降は保健センター２階内申告会場で申告相談を受け付けます。
　　　　　　※�申告会場入口は、総合支所入口ではなく、特設会場入口を設けてい

ますので、こちらをご利用ください。
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